
射水市若者世帯定住促進家賃補助金 対象判定フローチャート

補助金の対象です。申請に必要な
書類を準備して、射水市観光まち
づくり課までご提出ください。

スタート！ 『子育て世帯』の条件判定

『転入世帯』の条件判定

申請年度の4月1日時
点で夫婦のどちらか
が39歳以下ですか？

いいえ いいえ

申請年度の4月1日
時点で15歳以下の
お子さんと一緒に
暮らしてますか？

はい

はい

共

通

の
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要

件

判

定

申請年度の4月1日時
点で夫婦のどちらか
が39歳以下ですか？

はい
いいえ

世帯全員の合計所得
金額は500万円未満

ですか？
（もし貸与型奨学金を返
済中なら、その年間返済
額を合計所得金額から差
し引いて500万円未満か確

認してください。）

はい
いいえ

３年以上射水市に
住み続ける意思は
ありますか？

はい
いいえ

市税を滞納していま
せんか？

いいえ
暴力団員等でなく、

生活保護を
受けていませんか？

いいえ【対象でない方は次へ】
外国人であれば

永住権等（※１）を
有していますか？

はい

はい

はい

【残念ながら、補助金の対象外です】

【
残
念
な
が
ら
、
補
助
金
の
対
象
外
で
す
】

世
帯(※
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象
要
件
判
定

いいえ いいえ

【残念ながら、補助金の対象外です】

『ひとり親世帯』の条件判定

はい 世帯主で申請年度の4月1日
時点で39歳以下であり、ひ
とり親医療費助成資格証の
交付を受けていますか？

いいえ いいえ

【残念ながら、補助金の対象外です】

申請年度の4月1日
時点で15歳以下の
お子さんと一緒に
暮らしてますか？

民

間
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貸
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宅
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いいえ

はい

お住まいの民間賃貸住
宅は次の条件を満たし

ていますか？
①公営住宅又は雇用
促進住宅ではない

②社宅、官舎、寮等
ではない

③１親等親族が所有
する住宅ではない

④契約期間が１年未
満ではない

いいえ

はい
いいえ

契約日は同居開始日か
ら１年以内ですか？

所有者と新しく
契約されましたか？

はい
いいえ

民間賃貸住宅に住所
を移転しましたか？

いいえ
はい

【
残
念
な
が
ら
、
補
助
金
の
対
象
外
で
す
】

家賃を滞納していま
せんか？

はい

【富山県外からの転入世帯は次へ】

※世帯員が過去にこの
補助金を受けている場
合は対象になりません。

※１
外国人の場合は永住

権、日本の配偶者等、
永住者の配偶者等のい
ずれかの在留資格を有
し、住民基本台帳に記
録されている者です。

はい

民間賃貸住宅に住所
を移転した日から
１年以上射水市に
いませんでしたか？

はい


